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号

人
身
保
護
法

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
日
本

国
憲
法
の
精
神
に
従
い
、
国
民
を
し
て
、
現
に
、
不
当

に
奪
わ
れ
て
い
る
人
身
の
自
由
を
、
司
法
裁
判
に
よ

り
、
迅
速
、
且
つ
、
容
易
に
回
復
せ
し
め
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

第
二
条
　
法
律
上
正
当
な
手
続
に
よ
ら
な
い
で
、
身
体
の

自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
救
済
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。何

人
も
被
拘
束
者
の
た
め
に
、
前
項
の
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
前
条
の
請
求
は
、
弁
護
士
を
代
理
人
と
し
て
、

こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
特
別
の
事
情

が
あ
る
場
合
に
は
、
請
求
者
が
み
ず
か
ら
す
る
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

第
四
条
　
第
二
条
の
請
求
は
、
書
面
又
は
口
頭
を
も
つ

て
、
被
拘
束
者
、
拘
束
者
又
は
請
求
者
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
高
等
裁
判
所
若
し
く
は
地
方
裁
判
所
に
、
こ
れ

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
請
求
に
は
、
左
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
、
且

つ
、
疏
明
資
料
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
拘
束
者
の
氏
名

二
　
請
願
の
趣
旨

三
　
拘
束
の
事
実

四
　
知
れ
て
い
る
拘
束
者

五
　
知
れ
て
い
る
拘
束
の
場
所

第
六
条
　
裁
判
所
は
、
第
二
条
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
速

か
に
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
裁
判
所
は
、
請
求
が
そ
の
要
件
又
は
必
要
な
疏

明
を
欠
い
て
い
る
と
き
は
、
決
定
を
も
つ
て
こ
れ
を
却

下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
　
第
二
条
の
請
求
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
請
求
者

の
申
立
に
因
り
又
は
職
権
を
も
つ
て
、
適
当
と
認
め
る

他
の
管
轄
裁
判
所
に
、
事
件
を
移
送
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
九
条
　
裁
判
所
は
、
前
二
条
の
場
合
を
除
く
外
、
審
問

期
日
に
お
け
る
取
調
の
準
備
の
た
め
に
、
直
ち
に
拘
束

者
、
被
拘
束
者
、
請
求
者
及
び
そ
の
代
理
人
そ
の
他
事

件
関
係
者
の
陳
述
を
聴
い
て
、
拘
束
の
事
由
そ
の
他
の

事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。前

項
の
準
備
調
査
は
、
合
議
体
の
構
成
員
を
し
て
こ

れ
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
　
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
十
六
条
の
判
決
を
す
る
前
に
、
決
定
を
も
つ
て
、
仮

り
に
、
被
拘
束
者
を
拘
束
か
ら
免
れ
し
め
る
た
め
に
、

何
時
で
も
呼
出
し
に
応
じ
て
出
頭
す
る
こ
と
を
誓
約
さ

せ
又
は
適
当
と
認
め
る
条
件
を
附
し
て
、
被
拘
束
者
を

釈
放
し
、
そ
の
他
適
当
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。前

項
の
被
拘
束
者
が
呼
出
に
応
じ
て
出
頭
し
な
い
と

き
は
、
勾
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
　
準
備
調
査
の
結
果
、
請
求
の
理
由
の
な
い
こ

と
が
明
白
な
と
き
は
、
裁
判
所
は
審
問
手
続
を
経
ず

に
、
決
定
を
も
つ
て
請
求
を
棄
却
す
る
。

前
項
の
決
定
を
な
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
さ
き

に
な
し
た
前
条
の
処
分
を
取
消
し
、
且
つ
、
被
拘
束
者

に
出
頭
を
命
じ
、
こ
れ
を
拘
束
者
に
引
渡
す
。

第
十
二
条
　
第
七
条
又
は
前
条
第
一
項
の
場
合
を
除
く

外
、
裁
判
所
は
一
定
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
、
審

問
の
た
め
に
請
求
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
被
拘
束
者
及

び
拘
束
者
を
召
喚
す
る
。

拘
束
者
に
対
し
て
は
、
被
拘
束
者
を
前
項
指
定
の
日

時
、
場
所
に
出
頭
さ
せ
る
こ
と
を
命
ず
る
と
共
に
、
前

項
の
審
問
期
日
ま
で
に
拘
束
の
日
時
、
場
所
及
び
そ
の

事
由
に
つ
い
て
、
答
弁
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
命
ず

る
。前

項
の
命
令
書
に
は
、
拘
束
者
が
命
令
に
従
わ
な
い

と
き
は
、
勾
引
し
又
は
命
令
に
従
う
ま
で
勾
留
す
る
こ

と
が
あ
る
旨
及
び
遅
延
一
日
に
つ
い
て
、
五
百
円
以
下

の
過
料
に
処
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
附
記
す
る
。

命
令
書
の
送
達
と
審
問
期
日
と
の
間
に
は
、
三
日
の

期
間
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
審
問
期
日
は
、
第

二
条
の
請
求
の
あ
つ
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
、
こ
れ

を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
特
別
の
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
期
間
は
各
々
こ
れ
を
短
縮
又
は
伸
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
　
前
条
の
命
令
は
、
拘
束
に
関
す
る
令
状
を
発

し
た
裁
判
所
及
び
検
察
官
に
、
こ
れ
を
通
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
裁
判
所
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
は
、
審
問
期

日
に
立
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
　
審
問
期
日
に
お
け
る
取
調
は
、
被
拘
束
者
、

拘
束
者
、
請
求
者
及
び
そ
の
代
理
人
の
出
席
す
る
公
開

の
法
廷
に
お
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

代
理
人
の
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
弁
護
士
の
中
か

ら
、
こ
れ
を
選
任
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
代
理
人
は
、
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
及
び
報

酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
　
審
問
期
日
に
お
い
て
は
、
請
求
者
の
陳
述
及

び
拘
束
者
の
答
弁
を
聴
い
た
上
、
疏
明
資
料
の
取
調
を

行
う
。

拘
束
者
は
、
拘
束
の
事
由
を
疏
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
六
条
　
裁
判
所
は
審
問
の
結
果
、
請
求
を
理
由
な
し

と
す
る
と
き
は
、
判
決
を
も
つ
て
こ
れ
を
棄
却
し
、
被

拘
束
者
を
拘
束
者
に
引
渡
す
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
一
条
第
二
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。

請
求
を
理
由
あ
り
と
す
る
と
き
は
、
判
決
を
も
つ
て

被
拘
束
者
を
直
ち
に
釈
放
す
る
。

第
十
七
条
　
第
七
条
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
前
条
の
裁

判
に
お
い
て
、
拘
束
者
又
は
請
求
者
に
対
し
て
、
手
続

に
要
し
た
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
十
八
条
　
裁
判
所
は
、
拘
束
者
が
第
十
二
条
第
二
項
の

命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
勾
引
し
又
は
命
令

に
従
う
ま
で
勾
留
す
る
こ
と
並
び
に
遅
延
一
日
に
つ
い

て
、
五
百
円
以
下
の
割
合
を
も
つ
て
過
料
に
処
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
九
条
　
被
拘
束
者
か
ら
弁
護
士
を
依
頼
す
る
旨
の
申

出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
拘
束
者
は
遅
滞
な
く
そ
の
旨

を
、
被
拘
束
者
の
指
定
す
る
弁
護
士
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
　
第
二
条
の
請
求
を
受
け
た
裁
判
所
又
は
移
送

を
受
け
た
裁
判
所
は
、
直
ち
に
事
件
を
最
高
裁
判
所
に

通
知
し
、
且
つ
事
件
処
理
の
経
過
並
び
に
結
果
を
同
裁

判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
　
下
級
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
は
、
三
日

内
に
最
高
裁
判
所
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条
　
最
高
裁
判
所
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
下
級
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
が
、
如

何
な
る
程
度
に
あ
る
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
送
致
せ
し
め

て
、
み
ず
か
ら
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
下
級
裁
判

所
の
な
し
た
裁
判
及
び
処
分
を
取
消
し
又
は
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
　
最
高
裁
判
所
は
、
請
求
、
審
問
、
裁
判
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
規
則
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
　
他
の
法
律
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
裁
判
で
あ

つ
て
、
被
拘
束
者
に
不
利
な
も
の
は
、
こ
の
法
律
に
基

く
裁
判
と
抵
触
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
効
力
を
失

う
。

第
二
十
五
条
　
こ
の
法
律
に
よ
つ
て
救
済
を
受
け
た
者

は
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
同
一
の
事
由

に
よ
つ
て
重
ね
て
拘
束
さ
れ
な
い
。

第
二
十
六
条
　
被
拘
束
者
を
移
動
、
蔵
匿
、
隠
避
し
そ
の

他
こ
の
法
律
に
よ
る
救
済
を
妨
げ
る
行
為
を
し
た
者
若

し
く
は
第
十
二
条
第
二
項
の
答
弁
書
に
、
こ
と
さ
ら
虚

偽
の
記
載
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
後
六
十
日
を
経
過
し
た
日
か

ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


